


いて関連がある建設業者でないこと。 

(5) 特定建設工事共同企業体の事務所の所在地が福岡県内に本社又は支店を有するこ

と。 

(6) 建築工事業に関する監理技術者又は主任技術者（ただし、当該技術者は、特定建

設工事共同企業体の構成員と雇用関係にある者に限る。）を当該工事に専任で配置

できること。 

(7) 特定建設工事共同企業体の構成及び入札参加条件は、筑紫野市公示第１０５号 

（令和８年５月１４日付）による。 

(8)  建築工事業について一般建設業の許可を有する者は、建設業法第16条の規定によ

り、本工事に予定する下請代金の総額が8,000万円未満であること。 

 

４ 入札申込書、仕様書等の配布 

 (1) 方 法 筑紫野市のホームページ「一般競争入札の入札公告および入札結果」か

らのダウンロードによる配布とする。 

 (2) 期 間 令和８年５月１４日（木曜日）午後１時００分から 

令和８年６月１０日（水曜日）午後５時００分まで 

 (3) ダウンロード先のホームページアドレス 

  一般競争入札の入札公告および入札結果 - 筑紫野市ホームページ (city.chikushino.fukuoka.jp) 

  

５ 提出期限 

  令和８年６月１０日（水曜日）まで 

 

５  入札手続等 

 (1) 入札執行日時 令和８年７月１６日（木曜日）午後１時３０分 

 (2)  入札執行場所 筑紫野市役所４階会議室４０４（入札室） 

 (3)  入 札 方 法 郵送または持参 

 (4)  入札 保 証 金 免除 

(5)  契 約 保証 金 契約金額の10/100 以上。ただし、一定の要件に該当する場合はこ

れを免除できる。 

 (6) 入 札 の無 効 本公告に示した入札参加資格のない者のした入札、申請書又は資

料に虚偽の記載をした者の入札及び本公告に示した入札参加条件に

違反した入札は無効とする。その他、入札心得書に記載された項目

についても同様とする。 

(7) 落札者の決定方法  筑紫野市契約規則第12条第１項の規定に基づいて作成され

た予定価格の制限の範囲内で、かつ、最低制限価格以上の

価格で有効な入札を行った者のうち、最低価格で入札した

者が落札者となる。落札者となるべき価格の入札を行った

者が２者以上のときは、くじにより決定する。 

  (8) 工事費内訳書の提出 入札に際して、工事費内訳書の提出を求める。 

(9) 契約書作成の要否 要 

 ６ その他  

  (1)  手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 

  (2)  入札参加者が１者のみでも入札は成立するものとする。 

  (3)  現場説明会は行わない。 

(4)  申請書又は資料に虚偽の記載をした場合においては、筑紫野市指名停止等の措置



に関する規則に基づく指名停止を行うことがある。 

(5)  詳細は、入札説明書による。 

(6) 対象工事の契約締結については、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は

処分に関する条例（昭和39年筑紫野町条例第２号）第２条の規定に基づき筑紫野市議

会の議決を要するため、落札者と停止条件付仮契約を締結する。 

   なお、当該仮契約が本契約として効力を生ずるまでの間に、当該仮契約の相手方が

入札参加資格を失ったとき又は筑紫野市指名停止等の措置に関する規則に基づく指名

停止を受けたときは、当該仮契約を解除する。 




